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   船種船名 貨物船 第百五十六鳳生丸 

   船舶番号 １４０２０２ 

   総トン数 ４８８トン 

 

   船種船名 作業船 第八十八弁天丸 

   船舶番号 ２５０－３９７８３千葉 
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   事故種類 衝突 

   発生日時 平成３０年２月２７日 ０５時００分ごろ 

   発生場所 千葉県富津市富津岬西方沖の中ノ瀬航路 

         第２海堡
か い ほ

灯台から真方位３５０°８２０ｍ付近 

         （概位 北緯３５°１９.１′ 東経１３９°４４.４′） 

 

 

平成３０年１月９日      

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                   委   員  田 村 兼 吉 

                   委   員  岡 本 満喜子 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

貨物船第百五十六鳳生
ほうせい

丸は、船長ほか５人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて中ノ

瀬航路を北北東進中、また、作業船第八十八弁天
べんてん

丸は、船長が１人で乗り組み、福島

県いわき市小名浜港に向けて中ノ瀬航路を南南西進中、平成３０年２月２７日０５時

００分ごろ、中ノ瀬航路内において、両船が衝突した。 

 第百五十六鳳生丸は、左舷船首部手すりの曲損等を生じ、第八十八弁天丸は、船首

部外板の破口等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 



＜原因＞ 

本事故は、夜間、中ノ瀬航路において、第百五十六鳳生丸が同航路に沿って北北東

進中、第八十八弁天丸が同航路東側方の境界線から同航路に進入して南南西進中、第

八十八弁天丸の船長が、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、同航路に向け

て右転中のコンテナ船との距離をとろうとした際、第百五十六鳳生丸の存在に気付か

ずに第百五十六鳳生丸の船首方に接近する状態で左転を続け、また、第百五十六鳳生

丸の船長が、第八十八弁天丸に対する見張りを適切に行っていなかったため、第八十

八弁天丸が左転して接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考え

られる。 

第八十八弁天丸の船長が、周囲の見張りを適切に行っていなかったのは、複数の横

方向に連続する明かりが第百五十六鳳生丸の左舷方を航行していたコンテナ船の通路

灯であることが分からなかったので、何の船舶の灯火なのか気になり、同コンテナ船

の通路灯に注意を向けていたことによるものと考えられる。 

第八十八弁天丸が中ノ瀬航路東側方の境界線から同航路に進入したのは、第八十八

弁天丸の船長が、第百五十六鳳生丸の左舷方を航行していたコンテナ船の通路灯に注

意を向けていて船位の確認を行っていなかったことによるものと考えられる。 

 第百五十六鳳生丸の船長が、第八十八弁天丸に対する見張りを適切に行っていな 

かったのは、第百五十六鳳生丸の左舷船首方の左舷灯及びマスト灯を見せた第八十八

弁天丸が第百五十六鳳生丸から遠ざかっていくと思い、第八十八弁天丸との衝突のお

それがなくなったと判断したことによるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船第百五十六鳳生
ほうせい

丸は、船長ほか５人が乗り組み、千葉県千葉港に向けて中ノ

瀬航路を北北東進中、また、作業船第八十八弁天
べんてん

丸は、船長が１人で乗り組み、福島

県いわき市小名浜港に向けて中ノ瀬航路を南南西進中、平成３０年２月２７日０５時

００分ごろ、中ノ瀬航路内において、両船が衝突した。 

 第百五十六鳳生丸は、左舷船首部手すりの曲損等を生じ、第八十八弁天丸は、船首

部外板の破口等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成３０年３月５日、本事故の調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

平成３０年３月２２日、２３日、４月２４日、５月１日、８日、１８日、６月２

日、９月１４日、２１日、１１月１９日 回答書受領 

平成３０年４月２７日、５月７日、１０月１６日 現場調査及び口述聴取 

平成３０年５月１４日、９月２０日、２５日、１０月４日、１１日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 レーダー局の情報記録による運航の経過 

‘海上保安庁東京湾海上交通センター（以下「東京マーチス」という。）が、観

音埼、本牧、海ほたる等の複数のレーダー局から送られてくる映像をレーダー映像

合成装置により合成処理（図形表示化処理）した位置情報の記録’（以下「レー 

ダー記録」という。）によれば、平成３０年２月２７日０４時２２分２８秒～０５

時００分０４秒の間における第百五十六鳳生丸（以下「Ａ船」という。）及び０４

時４５分０４秒～０４時５８分４６秒の間における第八十八弁天丸（以下「Ｂ船」
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という。）の運航の経過は、それぞれ表１及び表２のとおりであった。 

なお、対地針路及び船首方位は真方位（以下同じ。）であり、船位は、レーダー

映像上の物標の中心位置を計測したものであり、船型及びレーダー反射角度等によ

り船舶の実中心位置とは異なる。また、レーダー映像合成装置により合成処理して

表示装置に表示される時間と船舶の実位置の時間には、コンピュータ処理時間の関

係で１５秒から２５秒程度の遅延があるので、平均値である約２０秒を遅延時間と

して修正した。 

 

表１ Ａ船のレーダー記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

対地速力 

(ﾉｯﾄ(kn)) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

04:22:28 35-12-44.5 139-46-59.0 008.3 11.7 

04:36:04 35-15-25.9 139-46-58.1 000.6 11.7 

04:45:04 35-16-52.4 139-45-48.8 326.6 11.7 

04:50:04 35-17-39.6 139-45-07.7 324.5 11.7 

04:51:04 35-17-49.0 139-44-59.1 323.1 11.2 

04:52:04 35-17-57.9 139-44-50.4 320.6 10.8 

04:53:04 35-18-06.7 139-44-42.1 322.3 11.7 

04:54:04 35-18-15.9 139-44-33.6 324.5 11.2 

04:55:04 35-18-24.7 139-44-25.8 324.0 11.2 

04:55:34 35-18-29.7 139-44-21.6 325.3 11.2 

04:56:04 35-18-34.4 139-44-17.9 326.4 11.2 

04:56:34 35-18-38.7 139-44-14.0 324.0 11.2 

04:57:04 35-18-44.5 139-44-12.4 343.6 10.4 

04:57:34 35-18-50.0 139-44-12.7 003.5 11.2 

04:58:04 35-18-54.3 139-44-14.1 014.8 10.8 

04:58:34 35-19-00.0 139-44-15.7 016.4  9.9 

04:58:58 35-19-03.9 139-44-16.7 015.1 10.4 

04:59:04 35-19-04.6 139-44-17.4 015.5  9.9 

04:59:10 35-19-06.0 139-44-18.0 016.8 10.4 

04:59:16 35-19-06.6 139-44-18.5 018.8 10.4 

04:59:22 35-19-07.0 139-44-19.4 022.8  9.9 

04:59:28 35-19-07.7 139-44-20.1 027.5  9.9 
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04:59:34 35-19-08.0 139-44-20.3 031.1  9.1 

04:59:40 35-19-08.5 139-44-22.1 039.7  9.1 

04:59:46 35-19-09.9 139-44-21.7 039.7  9.1 

04:59:52 35-19-08.1 139-44-23.6 059.0  8.2 

04:59:58 35-19-08.2 139-44-24.5 087.1  8.2 

05:00:04 35-19-08.2 139-44-25.3 094.4  8.2 

 

表２ Ｂ船のレーダー記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

対地速力 

(kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

04:45:04 35-21-09.7 139-46-19.9 236.5 11.7 

04:50:04 35-20-33.0 139-45-23.7 225.8 11.7 

04:51:04 35-20-25.1 139-45-12.6 224.1 11.7 

04:52:04 35-20-16.7 139-45-02.0 227.3 12.1 

04:53:04 35-20-08.7 139-44-52.3 225.3 11.2 

04:54:04 35-19-59.3 139-44-43.5 213.9 11.7 

04:54:46 35-19-52.5 139-44-37.8 212.7 11.7 

04:55:04 35-19-49.6 139-44-35.8 211.9 11.7 

04:55:34 35-19-43.7 139-44-31.4 213.0 11.2 

04:56:04 35-19-38.8 139-44-27.7 212.1 11.7 

04:56:34 35-19-34.2 139-44-24.1 213.6 12.1 

04:57:04 35-19-27.9 139-44-21.4 202.8 11.7 

04:57:34 35-19-22.4 139-44-18.8 202.3 11.7 

04:57:40 35-19-21.4 139-44-18.2 202.3 11.7 

04:57:46 35-19-20.6 139-44-18.3 200.1 11.2 

04:57:52 35-19-19.2 139-44-17.7 198.9 11.7 

04:57:58 35-19-17.9 139-44-17.7 196.5 11.7 

04:58:04 35-19-17.3 139-44-17.0 197.0 11.7 

04:58:22 35-19-14.0 139-44-16.1 195.5 11.7 

04:58:28 35-19-13.7 139-44-16.1 193.5  9.5 

04:58:34 35-19-12.0 139-44-15.8 191.8  9.1 

04:58:40 35-19-11.7 139-44-16.1 189.8  8.2 
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04:58:46 35-19-10.7 139-44-16.6 184.7  7.8 

 

2.1.2 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

‘民間情報会社が受信した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）*1の情報記録’（以下

「ＡＩＳ記録」という。）によれば、Ａ船の左舷方を航行していたコンテナ船（以

下「Ｃ船」という。）の ０４時４１分３６秒～０５時００分０４秒の間における

運航の経過は、表３のとおりであった。 

なお、船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

表３ Ｃ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

 (kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

04:41:36 35-15-55.2 139-46-18.5 325.0 325 12.6 

04:46:04 35-16-42.5 139-45-39.0 324.0 325 12.9 

04:47:04 35-16-53.0 139-45-29.8 324.0 325 12.9 

04:48:04 35-17-03.5 139-45-20.5 324.0 325 12.9 

04:49:06 35-17-14.1 139-45-11.3 324.0 325 12.8 

04:50:06 35-17-24.6 139-45-02.0 324.0 325 12.9 

04:51:06 35-17-35.2 139-44-52.6 323.0 325 13.2 

04:52:06 35-17-46.0 139-44-42.9 323.0 325 13.5 

04:53:06 35-17-57.0 139-44-33.1 324.0 325 13.6 

04:54:06 35-18-08.3 139-44-23.2 325.0 329 13.7 

04:55:06 35-18-20.0 139-44-14.5 329.0 335 13.6 

04:56:06 35-18-32.2 139-44-07.1 336.0 344 13.4 

04:56:36 35-18-38.0 139-44-04.6 341.0 346 13.3 

04:57:04 35-18-44.8 139-44-01.9 341.0 352 13.3 

04:57:36 35-18-51.7 139-44-00.2 350.0 359 13.2 

04:58:04 35-18-57.8 139-43-59.7 357.0 000 13.1 

04:58:36 35-19-04.9 139-43-59.4 357.0 006 13.1 

04:59:04 35-19-11.1 139-43-59.8 004.0 013 13.1 

                         
*1 

 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ:Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路等に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間、陸上局の航行援助施設等との

間で交換できる装置をいう。 
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04:59:36 35-19-17.2 139-44-01.1 012.0 015 13.0 

05:00:04 35-19-24.0 139-44-03.3 014.0 016 13.1 

 

2.1.3 乗組員の口述等による運航の経過 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）及びＢ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）

の口述並びに回答書によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、法定灯火を表示し、平成３０年２月

２６日１７時３５分ごろ千葉港に向けて茨城県鹿島港を出港した。 

Ａ船は、２７日０２時００分ごろ船長Ａが二等航海士と交代して単独で航

海当直につき、０４時２５分ごろ浦賀水道航路の南口を通過した。 

Ａ船は、０４時３６分ごろ船長Ａが浦賀水道航路中央第２号灯浮標を左舷

正横に見て手動操舵により針路約０００°（真方位、以下同じ。）から約 

３２５°に変針し、同航路の右側端に寄って約１１.５knの速力（対地速力、

以下同じ。）で北西進した。 

船長Ａは、左舷船尾方に浦賀水道航路の中央寄りを北西進するＣ船の航海

灯並びに居住区付近から船首及び船尾部まで続く通路に設けられた複数の通

路灯（大型船が他の船舶に自船の船体形状を容易に認識させる等の目的で航

行中に点灯する場合がある、図１参照）を認め、その後、Ａ船と並航する状

態となったＣ船が中ノ瀬航路に向けて右転するかもしれないので、Ｃ船の動

向を監視していた。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ コンテナ船の通路灯のイメージ 

 

船長Ａは、第２海堡の南方を通過した頃、レーダーの画面上に表示される

距離範囲（レンジ）を１.５海里（Ｍ）としていたＮｏ.１レーダーで右舷船

首方約１.０Ｍの中ノ瀬航路内に船舶の映像を認め、左舷灯及びマスト灯を

見せて南南西進するＢ船を視認した。 

Ａ船は、船長Ａが、左舷船首方のＣ船の針路がやや右方に向くようになっ

後部マスト灯 

前部マスト灯 
居住区の
明かり 

通路灯 

右舷灯 

コンテナ 

船体 

コンテナ 

海面 
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たことを認め、また、次の変針点である第２海堡の南西方に差し掛かる頃で

あり、予定針路である０１５°に変針すれば、右舷船首方のＢ船と左舷を対

して安全に通過できると思い、０４時５７分ごろ中ノ瀬航路に向けて右転を

開始した。 

Ａ船は、右転しながら中ノ瀬航路に入り、船長Ａが、同航路に沿って針路

を約０１５°とした。 

船長Ａは、左舷灯及びマスト灯を見せたＢ船がＡ船の左舷船首方約１０°

～２０°を南南西進し、その方位が左方に変化しているのを認めたのでＢ船

がＡ船から遠ざかっていくと思い、その後、Ｃ船の動向の監視を続けた。 

    （図２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図２ レーダー記録及びＡＩＳ記録による第２海堡付近の状況 

 

船長Ａは、Ａ船の左舷船首方に作業灯を点灯させたＢ船を認め、作業灯に

紛れて航海灯が見えなかったので、レーダーで確認していたところ、Ａ船に

向けて左転して接近しているのを認めた。 

Ａ船は、船長Ａが、右舵１５°を取り、その１０～１５秒後に右舵一杯と

し、注意喚起の目的で両舷のウイングに設置している甲板を照らす投光器を

点灯させたものの、Ａ船の船首方位が約０５０°となった０５時００分ごろ

左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、舵を中央とするとともに主機を停止し、ＶＨＦ無線電話装置で

東京マーチスに本事故の発生を通報した後、サーチライトをＢ船に向けて合

図を送り、近付いてきたＢ船に安否を確認したところ、船長Ｂから無事であ

る旨の返答を受けた。 

０４時５６分ごろ ０４時５８分ごろ 

中ノ瀬航路 中ノ瀬航路 

Ｂ船 

浦賀水道航路 浦賀水道航路 
Ｂ船 

Ａ船 Ｃ船 
第２海堡 

第２海堡 

Ｃ船 
Ａ船 



 

- 7 - 

Ａ船は、海上保安庁の指示により神奈川県横須賀市横須賀港内に錨泊した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、２月２７日０４時００分ごろ、法定灯

火を表示し、潜水作業を行う予定である小名浜港に向けて千葉県木更津
き さ ら づ

港を

出港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室で操船に当たり、レーダーのレンジを４Ｍとし、

ＧＰＳ機能付きのタブレット端末で航海用電子参考図を表示させ、約１１kn

の速力で自動操舵により南西進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、ふだんから第２海堡の東側に未測の浅瀬があるかもし

れないと思っていたので、第２海堡の西側と浦賀水道航路及び中ノ瀬航路の

境界線との間に向けて航行を続けた。 

船長Ｂは、０４時５０分ごろ、まもなく第２海堡付近に差し掛かかる頃で

あり、第２海堡の西側で南東方に変針する予定であったので、自動操舵から

手動操舵に切り替えた。 

船長Ｂは、左舷船首方２Ｍ付近に複数の横方向に連続する明かり（Ｃ船の

通路灯）を視認し、初めて見る船舶の明かりであったので、何の船舶の灯火

なのかが気になり、その明かりに注意を向けていたところ、その方位に変化

がなく、接近してくるように感じたので、距離をとろうと思い、０４時５８

分ごろ左舵を取った。 

Ｂ船は、左転中、船長Ｂが、船首方に強い明かりを認め、その明かりをそ

れまで注意を向けていた複数の横方向に連続する明かりと思い、急に接近し

てきたように見えたので衝突を回避しようと左舵一杯としたところ、船首部

が右から左にはじかれるような衝撃を受け、Ｂ船の右舷側を黒い影が通り過

ぎるのを目撃した。 

船長Ｂは、主機を停止した後、船首部外板を確認したところ、水線面上方

に破口を生じていたが、浸水がないことを確認し、その後、Ｂ船に向けて 

サーチライトを照射しているＡ船に気付き、Ａ船と衝突したと思い、Ａ船に

近付いて無事であることを告げた。 

Ｂ船は、海上保安庁の巡視艇に先導され、自力で横須賀港に入港した。 

 

 本事故の発生日時は、平成３０年２月２７日０５時００分ごろであり、発生場所は、

第２海堡灯台から真方位３５０°８２０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図（全体図）、付図２ 推定航行経路図（拡大図） 参照） 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、両船共に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの口述によれば、左舷船首部の手すりに擦過傷及び曲損、左舷船首部

外板に擦過傷を生じた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況 

 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、船首部外板に亀裂及び破口、固定式クレーンに曲損

を生じた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ 男性 ５４歳 

   四級海技士（航海） 
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    免 許 年 月 日 昭和６０年１２月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年９月２４日 

    免状有効期間満了日 平成３２年１２月１２日   

   ② 船長Ｂ 男性 ５７歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録 日 昭和６３年２月５日 

       免許証交付日 平成３０年２月２２日 

              （平成３５年９月７日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 船長Ａ 

     平成４年に鳳生汽船株式会社（以下「Ａ社」という。）に入社し、平成 

２０年ごろから船長職をとるようになり、平成２５年６月ごろからＡ船に船

長として乗船し、浦賀水道航路及び中ノ瀬航路の航行経験が約５００回で 

あった。 

     本事故当時、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であった。 

   ② 船長Ｂ 

  平成２０年ごろ、有限会社マリントラベラー（以下「Ｂ社」という。）に

入社し、Ｂ社が中古で購入したＢ船に船長として乗船するようになり、乗船

回数は年に数回で、第２海堡付近の昼間の航行経験が約６回であり、夜間の

航行経験はなかった。 

  本事故当時、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

  船 舶 番 号  １４０２０２ 

  船 籍 港  静岡県西伊豆町 

  船舶所有 者  Ａ社 

  船舶管理会社  Ａ社 

     運 航 者  Ａ社 

  総 ト ン 数  ４８８トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ６９.２７ｍ×１３.００ｍ×７.３２ｍ 

  船 質  鋼 

  機 関  ディーゼル機関１基 



 

- 10 - 

  出 力  １,４７１kＷ 

  推 進 器  ４翼可変ピッチプロペラ１個  

  進 水 年 月  ２００５年５月 

（写真３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船 

 

   (2) Ｂ船 

  船 舶 番 号  ２５０－３９７８３千葉 

  船 籍 港  千葉県木更津市 

  船舶所有 者  Ｂ社 

  総 ト ン 数  １４トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １４.９０ｍ×４.０７ｍ×１.２８ｍ 

  船 質  ＦＲＰ 

  機 関  ディーゼル機関１基 

  出 力  ４３４kＷ  

  推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

  進 水 年 月  平成９年１１月 

  （写真４ 参照） 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船 

 

2.5.2  船体構造に関する情報 

(1)  Ａ船 

     Ａ船は、船尾船橋型の貨物船で、船首に旋回起重機を、中央に一つの貨物

倉を有していた。 



 

- 11 - 

(2)  Ｂ船 

    Ｂ船は、船首部に固定式クレーンが装備された作業船で、中央部に操舵室

が、その船尾側に船室がそれぞれ設けられていた。 

2.5.3 積載状態 

   (1) Ａ船 

船長Ａの回答書によれば、本事故当時、スラグ約１,６００ｔを積載し、

喫水が、船首約３.８４ｍ、船尾約５.００ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂの回答書によれば、本事故当時、喫水が、船首約０.６ｍ、船尾約

１.９ｍであった。 

 

2.5.4 船舶の設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

船橋中央に操舵スタンドがあり、その左舷側にレーダー２台及びＧＰＳプ

ロッターが、右舷側に主機等操縦盤がそれぞれ設置されていた。レーダーは、

エコートレイル*2機能及び自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ）*3を備え、主

機等操縦盤には、汽笛用押しボタンスイッチが設置されていた。 

     船長Ａの口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は

故障はなかった。 

    （図３ 参照） 

 

 

 

 

 

図３ Ａ船の船橋内機器配置等概略図 

 

   (2) Ｂ船 

     操舵室左舷側に操舵装置があり、その右舷側にクラッチレバー及びスロッ

                         
*2 

 「エコートレイル」とは、物標のレーダー映像の航跡を残光の形で表示させることをいう。 
*3 

 「自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ：Automatic Radar Plotting Aids)」とは、レーダーで探知

した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、速力、最接近時間、

最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝突の危険が予測され

る場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 

GPS 
プロッター 

操舵装置 

海 図 台 

主機等操縦盤

船長Ａ  

No.1 

レーダー 
No.2 

レーダー 

汽笛用押しボタンスイッチ 
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トルレバーが、上方の天井付近にＧＰＳプロッター及びレーダーがそれぞれ

設置されており、ＧＰＳ機能付きのタブレット端末が操舵装置の右舷側に置

かれていた。 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は

故障はなかった。 

（図４ 参照） 

 

 

 

 

 

図４ Ｂ船の操舵室内機器配置等概略図 

 

2.5.5 Ａ船の操縦性能 

  Ａ船の海上試運転成績表によれば、空船状態（船首喫水１.５ｍ、船尾喫水３.２

ｍ）における停止及び旋回性能は、次のとおりであった。 

(1) 停止距離及び時間（全速力後進発令から船体停止まで） 

後進発令前の速力 距離 時間 

１３.７kn ４３８ｍ １１２.２秒 

(2) 旋回性能（舵角３５°） 

旋回方向 速力 旋回縦距＊4 旋回横距＊5 時間 

右旋回 １３.７kn １９７.５ｍ ９７.５ｍ ３７秒 

左旋回 １３.７kn ２０２.６ｍ ９１.１ｍ ３７秒 

 

 2.5.6 船橋及び操舵室からの見通し 

  (1) Ａ船 

船首部の起重機により船首方の見通しが一部制限されていたものの、当直

者が船橋内を移動することにより補うことができ、船長Ａの口述によれば、

見張りの妨げとなるものではなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、操舵室からの見通しに問題はなかった。 

                         
*4 

  「旋回縦距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路上での縦
移動距離をいう。 

*5 
 「旋回横距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路からの横
移動距離をいう。 

GPS 
プロッター 

クラッチレバー 

スロットルレバー 

タブレット端末  

船長Ｂ  

操舵装置 
レーダー 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 観測値等 

(1) 本事故現場の北北西方約８.４Ｍに位置する横浜地方気象台における観測

値は、次のとおりであった。 

２月２７日 ０４時５０分 風速 １.９m/s、風向 北北東 

０５時００分 風速 １.８m/s、風向 北 

(2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、横須賀における本事故時の潮汐は下げ

潮の初期で潮高が約１４３cm であり、また、第２海堡灯台の南方約０.８Ｍ

付近の潮流は、０３時５７分に北西流から南東流に転じ、０５時００分の流

速が約０.３kn であった。 

転流時刻 最強時刻 流向（真方位） 流速（kn） 

０３時５７分 ０６時１６分 １４６° ０.６ 

(3) 日出時刻 

海上保安庁刊行の天測暦によれば、横須賀港の２月２７日における日出時

刻は、０６時１４分ごろであった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

(1) 船長Ａの口述によれば、本事故当時、天気は晴れ、風向は北北東、風力は

２～３、波高は０.５ｍ、視界は良好であった。 

(2) 船長Ｂの口述によれば、本事故当時、風向は東、風力は３、波高は０.５

ｍ、視界は良好であった。 

 

２.７ Ｂ船の航海計画等に関する情報 

(1) 船長Ｂの口述によれば、レーダーの受信感度、海面反射等の調整方法を知ら

ないので、ふだん、夜間は航行しないようにしていたものの、本事故当時、仮

泊する予定であった千葉県銚子市銚子港に日没前に入港するため、航程及びＢ

船の速力を考慮し、日出前に木更津港を出港することとした。 

(2) 船長Ｂの口述によれば、第２海堡の東側に未測の浅瀬があるかもしれないと

思い、ふだんから、東京湾を出入りする際、第２海堡の西側と浦賀水道航路及

び中ノ瀬航路の境界線との間を経由する航路を選定していた。 

  (3) Ｂ社担当者の口述によれば、Ｂ社は、Ｂ船の管理及び航行に関することにつ

いて、船長Ｂに一任していた。 

 

 

 



 

- 14 - 

２.８ 見張り及び操船等に関する情報 

 2.8.1 Ａ船 

  船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａは、本事故当時、Ｎｏ.１レーダーのレンジを１.５Ｍに、Ｎｏ.２

レーダーのレンジを３.０Ｍにして真方位表示とし、エコートレイル機能を

使用していたが、Ｂ船と左舷を対して安全に通過できると思っていたので、

Ｂ船をＡＲＰＡ機能で捕捉していなかった。 

  (2) 船長Ａは、左舷船首方の左舷灯及びマスト灯を見せたＢ船の方位が左方に

変化しているのを認めた後、Ａ船から遠ざかっていくと思っていたので、Ｂ

船の動向の監視を継続していなかった。 

  (3) 船長Ａは、本事故当時、汽笛を吹鳴することにより他の船舶に進路を知ら

せるための措置（2.10.2(2)参照）を行う必要はないと判断したので、行わ

なかった。 

   

 2.8.2 Ｂ船 

   船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ｂは、本事故当時に視認した複数の横方向に連続する明かりがコンテ

ナ船であるＣ船の通路灯であることを本事故後に知った。 

(2) 船長Ｂは、本事故当時、レーダーの受信感度、海面反射等の調整を行って

いない状態のレーダーの映像を確認したものの、Ｃ船付近の船舶の映像が一

塊となっており、Ｃ船付近を他の船舶が航行しているとは思わず、その後、

視界が良好だったので目視のみで見張りを行っていたが、Ａ船の存在に気付

いていなかったので、衝突した際も何が起こったのか分からなかった。 

(3) 船長Ｂは、ＧＰＳプロッターの東京湾付近の海岸線カードがなかったので、

ふだんから、同プロッターを使用せず、ＧＰＳ機能付きのタブレット端末の

航海用電子参考図を見て船位を確認しながら第２海堡の西側を中ノ瀬航路及

び浦賀水道航路に入らないように航行していたが、本事故当時、Ｃ船の通路

灯に注意を向けていて同端末で船位を確認していなかった。 

    (4) 船長Ｂは、本事故時、Ｂ船の作業灯を点灯したことについて、覚えていな

かった。 

 

２.９ Ａ船の船橋当直体制に関する情報 

船長Ａ及びＡ社担当者の口述並びにＡ社の安全管理規程の運航基準によれば、次の

とおりであった。 

(1) Ａ社は、安全管理規程で、船長が船舶所有者等と協議して通常航海当直、狭
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水道航行配置等を定めるものとし、社内連絡事項で、管理船舶に対し、船舶の

往来の多い航路、視界制限状態等における航行時には、状況に応じて船橋当直

を２人体制とすることを周知していたものの、最終的には、各船船長の判断に

委ねていた。 

(2) Ａ船は、通常の船橋当直は、船長及び航海士２人が輪番で４時間毎の１人当

直に当たる３直制としていた。 

(3) 船長Ａは、浦賀水道航路、中ノ瀬航路等の狭水道を航行する際、自らが操船

指揮をとり、基本的に船長及び航海士による２人体制の船橋当直としていたが、

船長Ａの船橋当直時間に狭水道を航行する場合には、船長Ａが１人で船橋当直

に当たることとしていた。 

(4) 船長Ａは、本事故当時、船橋当直を２人体制とする必要性を感じていなかっ

たので、単独で船橋当直に当たっていた。 

 

２.１０ 事故水域等に関する情報 

2.10.1 事故水域に関する情報 

(1) 海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌（平成２６年３月刊行）には、第２

海堡付近について、次のとおり記載されている。 

第２海堡付近は船舶の往来が非常に多く、最も注意すべき海域である。 

   (2) 海上保安庁刊行の海図（Ｗ１０８１、浦賀水道）によれば、第２海堡付近

の水深２ｍ以上の可航幅は、第２海堡西側と浦賀水道航路及び中ノ瀬航路の

境界線との間の最狭部で約１００ｍ、第２海堡東側の最狭部で約１,７９０

ｍである。 

 

2.10.2 航路に関する情報 

  (1) 航路航行義務等 

       海上交通安全法第４条、第１１条及び同法施行規則第３条によれば、東京

湾湾口から東京、千葉方面に向けて航行する長さ５０ｍ以上の船舶は、浦賀

水道航路及び中ノ瀬航路の航行義務が課されており、また、中ノ瀬航路をこ

れに沿って航行する船舶は、北の方向に航行しなければならないと定められ

ている。 

(2) 進路を知らせるための措置（進路信号） 

海上交通安全法第７条、同法施行規則第６条及び別表第２によれば、次の

とおりであった。 

① 浦賀水道航路に次いで中ノ瀬航路を航路に沿って北上し、中ノ瀬航路の

北側の出入口の境界線を横切って東京、千葉方面に向けて航行しようとす
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る総トン数１００トン以上の船舶は、昼間は国際信号旗を表示し、夜間は

汽笛を吹鳴することにより、進路を他の船舶に知らせなければならない。 

② 上記①の船舶は、夜間、浦賀水道航路から中ノ瀬航路に入るため針路を

転じることを予定している地点から０.５Ｍ以内に達した時、中ノ瀬航路

に入るため針路を転じようとする時などに汽笛を用いて長音２回、短音１

回及び長音１回を吹鳴し、また、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横

切る時等に汽笛を用いて長音３回に引き続いて短音１回を吹鳴しなければ

ならない。 

  (3) 避航等 

     海上交通安全法第３条によれば、航路をこれに沿わないで航行している船

舶（漁ろう船等を除く）は、航路をこれに沿って航行している他の船舶と衝

突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない旨

が定められている。 

 

2.10.3 中ノ瀬航路における過去の衝突事故に関する情報 

運輸安全委員会の船舶事故ハザードマップ*6の情報によれば、本事故現場であ

る中ノ瀬航路付近における船舶同士の衝突事故は、本事故発生以前に３件発生し

ており、その発生日時、概要及び場所は、表４及び図５のとおりであった。 

 

表４ 中ノ瀬航路付近における過去の衝突事故例 

 発生日時 事故の概要 

① 

平成７年 

６月７日 

浦賀水道航路から中ノ瀬航路に向けて転針中の貨物船と浦賀水道

航路から中ノ瀬航路に向けて転針予定の貨物船とが衝突した。両

船の船長は、動向の監視を継続していなかった。 

② 

平成８年 

７月１３日 

霧により視界が制限された状況下、中ノ瀬航路を北北東進中の貨

物船と同航路を横断中の貨物船とが衝突した。両船の船長は、横

切ることができると思っていた。 

③ 

平成２５年 

６月２８日 

中ノ瀬航路を北北東進中の貨物船と同航路内で操業しながら北西

進中の漁船とが衝突した。貨物船の船長は、他の船舶の動向に注

意を向けていた。 

 

 

 

 

                         
*6  「船舶事故ハザードマップ」とは、船舶事故や航行安全に関する情報を世界地図上に表示させる

運輸安全委員会によるインターネットサービスをいう。 

URL:https://jtsb.mlit.go.jp/hazardmap/ 
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：運輸安全委員会設置（平成２０年１０月１日）前に発生した衝突事故 

     ：運輸安全委員会設置後に発生した衝突事故 

  図５ 中ノ瀬航路付近における衝突事故の発生場所 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１及び２.３から、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

① Ａ船は、平成３０年２月２６日１７時３５分ごろ千葉港に向けて鹿島港

を出港したものと考えられる。 

    ② Ａ船は、２７日０４時２２分３０秒ごろ浦賀水道航路の南口を通過し、

３６分ごろ針路約０００°から約３２５°に変針したものと考えられる。 

③ Ａ船は、浦賀水道航路の右側端に寄って約１１.７kn の速力で北西進し、

０４時５７分ごろ中ノ瀬航路に向けて右転を開始したものと推定される。 

    ④ Ａ船は、０４時５７分３０秒ごろ右転しながら中ノ瀬航路に入航し、 

５８分ごろ同航路に沿って針路約０１５°で航行したものと推定される。 

    ⑤ Ａ船は、０４時５８分５８秒ごろ右転を開始したものと考えられる。 

    ⑥ Ａ船は、右転中にＢ船と衝突したものと考えられる。 

中ノ瀬航路付近 

① 

② 

③ 
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  (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、２月２７日０４時００分ごろ小名浜港に向けて木更津港を出港

したものと考えられる。 

    ② Ｂ船は、出港後、約１１kn の速力で南西進したものと考えられる。 

③ Ｂ船は、０４時５０分～５４分ごろの間、約１１.２～１２.１kn の速

力で南西進したものと推定される。 

④ Ｂ船は、０４時５４分４６秒ごろ中ノ瀬航路東側方の境界線から同航路

に進入し、０４時５５分０４秒～０４時５６分３４秒ごろの間、対地針路

約２１１.９°～２１３.６°、速力約１１.２～１２.１kn で航行したも

のと推定される。 

    ⑤ Ｂ船は、０４時５７分０４秒～５７分３４秒ごろの間、対地針路約  

２０２.８°～２０２.３°、速力約１１.７kn で航行したものと推定され

る。 

⑥ Ｂ船は、０４時５７分４０秒ごろ左転を開始したものと考えられる。 

    ⑦ Ｂ船は、左転中にＡ船と衝突したものと考えられる。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

2.1.1 及び 2.1.2 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 事故発生日時 

次の①～③から、本事故の発生日時は、平成３０年２月２７日０５時００

分ごろであった。 

① Ａ船の船首方位が約０５０°となった頃にＢ船と衝突したこと。 

② Ａ船の０４時５９分４０秒ごろから５９分５２秒ごろの対地針路が約 

０４０°～０５９°であったこと。 

③ レーダー記録による０４時５９分４６秒ごろのＡ船の船位が、その前後

の船位を結ぶ線よりも北に変位していることから、Ｂ船と接近して両船の

レーダー映像が重なったものと考えられること。 

（付図２ 推定航行経路図（拡大図） 参照） 

(2) 事故発生場所 

本事故の発生場所は、０５時００分ごろにおけるＡ船の船位から、第２海

堡灯台から３５０°８２０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 Ｂ船の航行経路に関する解析 

  2.1.1、2.1.2 及び 3.1.2 から、Ｂ船の衝突に至るまでの航行経路は、Ｂ船が、

０４時５８分４６秒ごろの船位から０５時００分ごろのＡ船の船位付近まで到達し
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たことから、「付図２ 推定航行経路図（拡大図）」に示す経路であったものと考え

られる。 

 

3.1.4 損傷の状況 

  ２.３から、次のとおりであったものと考えられる。 

  (1) Ａ船は、左舷船首部の手すりに擦過傷及び曲損を、左舷船首部外板に擦過

傷をそれぞれ生じた。 

  (2) Ｂ船は、船首部外板に亀裂及び破口を、固定式クレーンに曲損をそれぞれ

生じた。 

 

3.1.5 衝突の状況 

2.1.1、2.1.2、２.３及び 3.1.2～3.1.4 から、Ａ船は、約０１５°の針路から右

転中、Ｂ船は、約１９０°の針路から左転中、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部と

が衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員等の状況 

2.1.3、２.４、2.8.1 及び 2.8.2 から、次のとおりであった。 

 (1) 船長Ａ 

適法で有効な海技免状を有していた。 

視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であったものと考えられる。 

(2) 船長Ｂ 

    適法で有効な操縦免許証を有していた。 

視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

２.１及び 2.5.4 から、Ａ船及びＢ船は、本事故当時、船体、機関及び機器類に

不具合又は故障はなく、法定灯火を表示して航行していたものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

   ２.６から、本事故当時、天気は晴れ、北北東～北の風、風力２～３、視界は良

好で、潮高は約１４３cmであり、南東方に流れる約０.３knの潮流があったものと

考えられる。 
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3.2.4 各船舶間の方位及び距離に関する解析 

2.1.1、2.1.2 及び２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船から見たＢ船の方位及び距離 

  ① Ａ船から見たＢ船が右舷船首方約１.０Ｍとなる時刻は、０４時５６分

ごろであった。 

  ② ０４時５８分ごろのＡ船から見たＢ船の方位及び距離は、左舷船首方約

１０°約０.４Ｍであった。 

  ③ ０４時５８分ごろから５８分３０秒ごろの間、Ａ船から見たＢ船の方位

変化は、左方に約５°であった。 

(2) Ｂ船から見たＡ船及びＣ船の方位並びに距離 

   ① Ｂ船から見たＣ船が左舷船首方約２Ｍとなる時刻は、０４時５３分ごろ

であった。 

  ② Ｂ船から見たＡ船及びＣ船の方位は、船長ＢがＣ船を初認した０４時 

５３分ごろからＢ船が左転を開始する前の５７分３０秒ごろの間、同一方

向ではなく、約３°～１８°の差があり、Ｂ船からＡ船及びＣ船を目視し

た場合、２隻の船舶として識別することができる状況であった。 

（表５、図６参照） 

 

表５ Ａ船とＢ船及びＢ船とＣ船間の方位並びに距離 

時刻 
(時:分:秒) 

Ａ船から見た 

Ｂ船の方位 

（°） 

Ａ船とＢ船 

との距離 

（Ｍ） 

Ｂ船から見た 

Ａ船の方位 

（°） 

Ｂ船から見た 

Ｃ船の方位 

（°） 

Ｂ船とＣ船

との距離 

（Ｍ） 

04:52:00 ごろ 003.9 2.31 183.9 185.9 2.52 

04:53:00 ごろ 003.9 2.04 183.9 186.8 2.21 

04:54:00 ごろ 004.5 1.73 184.5 188.5 1.87 

04:55:00 ごろ 005.5 1.42 185.5 191.0 1.52 

04:56:00 ごろ 007.1 1.08 187.1 194.1 1.15 

04:56:30 ごろ 008.4 0.93 188.4 195.7 0.97 

04:57:00 ごろ 009.5 0.73 189.5 200.3 0.76 

04:57:30 ごろ 008.8 0.55 188.8 206.3 0.57 

04:58:00 ごろ 006.1 0.37 186.1 215.9 0.40 

04:58:30 ごろ 000.6 0.20 180.6 242.3 0.25 

※ 各船舶間の方位及び距離は、Ａ船及びＢ船については、レーダー記録の船

位、Ｃ船については、ＧＰＳアンテナの位置を起点として計測した。 
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図６ Ｂ船から見たＡ船及びＣ船の方位 

 

3.2.5 見張り及び操船の状況に関する解析 

２.１、2.5.6、２.８、３.１、3.2.1、3.2.2及び3.2.4から、次のとおりであっ

た。 

    (1) Ａ船 

① 船長Ａは、第２海堡の南方を通過した０４時５６分ごろ、右舷船首方約

１.０Ｍに中ノ瀬航路内を南南西進するＢ船を認めたものと考えられる。 

② 船長Ａは、左舷船首方のＣ船の針路がやや右方に向くようになったのを

認め、また、変針点である第２海堡の南西方付近で、予定針路である  

０１５°に変針すれば、右舷船首方のＢ船と左舷を対して安全に通過でき

ると思い、０４時５７分ごろ中ノ瀬航路に向けて手動操舵で右転を開始し

たものと考えられる。 

③ 船長Ａは、Ａ船が０４時５７分３０秒ごろ右転しながら中ノ瀬航路に入

り、５８分ごろ同航路に沿って針路を約０１５°とした後、左舷灯及びマ

スト灯を見せたＢ船がＡ船の左舷船首方約１０°約０.４Ｍを南南西進し、

その方位が左方に変化しているのを認め、Ｂ船がＡ船から遠ざかっていく

と思い、衝突のおそれがなくなったと判断したものと考えられる。 

④ Ａ船は、夜間、浦賀水道航路及び中ノ瀬航路において、船長Ａが汽笛に

Ｂ船 

中ノ瀬航路 

浦賀水道航路 

第２海堡 

Ａ船 

Ｃ船 

中ノ瀬航路 

浦賀水道航路 

Ａ船 

Ｃ船 

第２海堡 

Ｂ船 

04 時 53 分ごろ 

の方位 

04 時 57 分 30 秒ごろ 

の方位 
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よる進路信号を行わなかったが、同信号を行うことにより、船長Ｂが早期

にＡ船の存在に気付くことができた可能性があると考えられる。 

⑤ 船長Ａは、Ｂ船との衝突のおそれがなくなったと判断し、Ｂ船に対する

見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が左転して接近している

ことに気付くのが遅れたものと考えられる。 

⑥ 船長Ａは、Ｃ船の動向の監視を行っていたところ、Ａ船の左舷船首方の

Ｂ船がＡ船に向けて左転して至近に接近しているのを認めたので、０４時

５９分ごろ右舵１５°を取り、その１０～１５秒後に右舵一杯とし、注意

喚起の目的で投光器を点灯させたものと考えられる。 

    (2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、０４時５０分ごろ、まもなく第２海堡付近に差し掛かり南東

方に変針する予定であったので、自動操舵から手動操舵に切り替えたもの

と考えられる。 

② 船長Ｂは、０４時５３分ごろ、左舷船首方２Ｍ付近にＣ船の通路灯であ

る複数の横方向に連続する明かりを視認し、その明かりがコンテナ船の通

路灯であることが分からなかったことから、何の船舶の灯火なのかが気に

なり、その明かりに注意を向けていたものと考えられる。 

③ 船長Ｂは、レーダーの受信感度、海面反射等の調整を行っていなかった

ので、レーダーのＣ船付近の船舶の映像が一塊となっており、Ｃ船の右舷

方を同航していたＡ船をレーダー上で確認することができず、その後、視

界が良好だったので、目視に頼り、レーダーを活用した見張りを行ってい

なかったものと考えられる。 

④ 船長Ｂは、レーダーを活用した見張りを行うことにより、Ａ船の存在に

早期に気付くことができた可能性があると考えられる。 

⑤ 船長Ｂは、第２海堡の西側を中ノ瀬航路に入らないように航行しようと

していたものの、Ｃ船の通路灯に注意を向けていて船位の確認を行ってお

らず、Ｂ船が０４時５４分４６秒ごろ同航路東側方の境界線から同航路に

進入したことに気付かずに航行を続けたものと考えられる。 

⑥ Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船とＣ船とを目視で識別できる状況において、Ｃ

船の通路灯に注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、中ノ瀬航路に向けて右転中のＣ船との距離をとろうとした際、Ａ船の

存在に気付かず、０４時５７分４０秒ごろ左舵を取り、Ａ船に向かう状態

で左転を続けたものと考えられる。 

    ⑦ 船長Ｂは、船首方のＡ船が点灯させた投光器の明かりをＣ船の通路灯と

思い、右舷方を北北東進するＣ船が急に接近してきたように見えたものと
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考えられる。 

⑧ 船長Ｂは、投光器を点灯したＡ船との衝突を回避しようと左舵一杯とし

たものと考えられる。 

 

3.2.6 Ｂ船の航海計画に関する解析 

  2.5.3、2.6.1、２.７、2.8.2 及び 2.10.1 から、次のとおりであった。 

(1) 船長Ｂは、第２海堡の東側に未測の浅瀬があるかもしれないと思い、木更

津港を出港してから第２海堡の西側と浦賀水道航路及び中ノ瀬航路の境界線

との間を経由し、東京湾湾口に向かう航路を選定したものと考えられる。 

(2) Ｂ船は、本事故当時の喫水が船首約０.６ｍ、船尾約１.９ｍであり、本事

故当時の潮高が約１.４ｍであったことから、本事故当時、第２海堡東側の

水深２ｍ以上の水域を航行できたものと考えられる。 

(3) 船長Ｂが、航行予定海域の水路調査を適切に行い、第２海堡の西側よりも

広い第２海堡東側の水深２ｍ以上の水域を航行する航路を選定することによ

り、中ノ瀬航路に進入することを防止できた可能性があると考えられる。 

 

3.2.7 Ａ船の船橋当直体制に関する解析 

2.1.3、2.8.1及び２.９から、次のとおりであった。 

(1) Ａ社は、管理船舶に対し、船舶の往来の多い航路等における航行時には、

状況に応じて船橋当直配置を２人体制とすることを周知していたものの、最

終的には、各船船長の判断に委ねていたものと考えられる。 

(2) 船長Ａは、Ａ船の船橋当直配置を定め、狭水道を航行する際、自らが操船

指揮をとり、基本的に船長及び航海士による２人体制の船橋当直としていた

が、船長Ａの船橋当直時間に狭水道を航行する場合には、船長Ａが１人で船

橋当直に当たることとしていたものと考えられる。 

 (3) 船長Ａは、本事故当時、船舶の往来の多い浦賀水道航路、中ノ瀬航路等の

狭水道において、船橋当直を２人体制とする必要性を感じていなかったので、

単独で船橋当直に当たっていたが、複数人で船橋当直を行って見張りを行う

ことにより、周囲の状況を適切に把握することができ、Ｂ船が左転して接近

していることに早期に気付くことができた可能性があると考えられる。 

 

3.2.8 事故発生に関する解析 

２.１、３.１、3.2.1、3.2.2、3.2.4 及び 3.2.5 から、次のとおりであったもの

と考えられる。（表６参照） 

(1) Ａ船は、千葉港に向けて浦賀水道航路を手動操舵により北西進し、また、
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Ｂ船は、木更津港を出港し、第２海堡の西側と浦賀水道航路及び中ノ瀬航路

の境界線との間に向けて中ノ瀬航路の東側海域を手動操舵により南西進して

いた。 

(2) 船長Ｂは、０４時５３分ごろ、左舷船首方２Ｍ付近に浦賀水道航路を北西

進するＣ船の通路灯を視認し、コンテナ船の通路灯であることが分からな 

かったので、何の船舶の灯火なのか気になり、Ｃ船の通路灯に注意を向けて

いた。 

(3) 船長Ｂは、レーダーの受信感度、海面反射等の調整を行っていなかったの

で、レーダーのＣ船付近の船舶の映像が一塊となっており、Ｃ船の右舷方を

同航していたＡ船をレーダー上で確認することができず、その後、目視に頼

り、レーダーを活用した見張りを行っていなかった。 

(4) 船長Ｂは、Ｃ船の通路灯に注意を向けていて船位の確認を行っておらず、

Ｂ船が０４時５４分４６秒ごろ同航路東側方の境界線から同航路に進入した

ことに気付かずに航行を続けた。 

 (5) 船長Ａは、第２海堡の南方を通過した０４時５６分ごろ、右舷船首方約 

１.０Ｍに中ノ瀬航路内を南南西進するＢ船を認めた。 

(6) 船長Ａは、左舷船首方のＣ船の針路がやや右方に向くようになったことを

認め、また、変針点である第２海堡の南西方付近で、予定針路である   

０１５°に変針すれば、右舷船首方のＢ船と左舷を対して安全に通過できる

と思い、０４時５７分ごろ中ノ瀬航路に向けて右転を開始した。 

    (7) 船長Ａは、Ａ船が０４時５７分３０秒ごろ右転しながら中ノ瀬航路に入り、

５８分ごろ同航路に沿って針路を約０１５°とした後、左舷灯及びマスト灯

を見せたＢ船の方位が左方に変化しているのを認め、Ｂ船がＡ船から遠ざ 

かっていくと思い、衝突のおそれがなくなったと判断した。 

    (8) Ｂ船は、船長Ｂが、Ｃ船の通路灯に注意を向け、周囲の見張りを適切に 

行っていなかったことから、浦賀水道航路から中ノ瀬航路に向けて右転中の

Ｃ船との距離をとろうとした際、Ａ船の存在に気付かず、０４時５７分４０

秒ごろ左舵を取り、Ａ船に向かう状態で左転を続けた。 

     (9) 船長Ａは、Ｂ船との衝突のおそれがなくなったと判断し、Ｂ船に対する見

張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が左転して接近していること

に気付くのが遅れた。 

(10) 船長Ａは、Ａ船の左舷船首方のＢ船がＡ船に向けて左転して至近に接近し

ているのを認め、右舵１５°を取ったのちに右舵一杯として投光器を点灯し、

船長Ｂは、船首方のＡ船が点灯させた投光器の明かりをＣ船の通路灯と思い、

右舷方を北北東進するＣ船が急に接近してきたように見え、投光器を点灯し
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たＡ船との衝突を回避しようと左舵一杯としたものの、Ａ船の左舷船首部と

Ｂ船の船首部とが衝突した。 

 

表６ 事故発生に至る経過 

時刻 
(時:分) 

Ａ船 Ｂ船 Ｃ船 

04:52 
千葉港に向けて浦賀水道航路を北西進。 

（Ｃ船の右舷方を併航） 

木更津港出港後、第２海堡の西側
と浦賀水道航路及び中ノ瀬航路の
境界線との間に向けて中ノ瀬航路
の東側海域を南西進。 

浦賀水道航路を北西
進。（Ａ船の左舷方を
併航） 

04:53 ↓ 
船長Ｂは、左舷船首方２Ｍ付近の
Ｃ船の通路灯に注意を向けた。 

↓ 

↓ 
船長Ｂは、目視のみで見張りを行
った。 

↓ 

04:54 
↓ 

船長Ｂは、Ｃ船の通路灯に注意を
向けていて船位の確認を行ってい
なかった。 

中ノ瀬航路に向けて
徐々に右転開始。 

↓ 

中ノ瀬航路東側方の境界線から同
航路に進入。 
船長Ｂは、中ノ瀬航路に進入した
ことに気付かずに航行を続けた。 

04:55 ↓ 中ノ瀬航路を南南西進。 右転中。 

04:56 
第２海堡の南方を通過。 ↓ ↓ 

船長Ａは、右舷船首方約１.０Ｍに中ノ
瀬航路内を南南西進するＢ船を認めた。 

↓ ↓ 

船長Ａは、左舷船首方のＣ船の針路がや
や右方に向くようになったのを認めた。 

↓ ↓ 

船長Ａは、変針点である第２海堡の南西
方付近で、予定針路である０１５°に変
針すれば、右舷船首方のＢ船と左舷を対
して安全に通過できると思った。 

↓ ↓ 

04:57 中ノ瀬航路に向けて右転開始。 ↓ ↓ 

右転しながら中ノ瀬航路に入航。 

船長Ｂは、浦賀水道航路から中ノ
瀬航路に向けて右転中のＣ船との
距離をとろうとした際、Ｃ船の通
路灯に注意を向けていてＡ船の存
在に気付かずに左舵を取り、Ａ船
に向かう状態で左転を続けた。 

↓ 

04:58 船長Ａは、中ノ瀬航路に沿って針路を約
０１５°とした。 

左転中。 

右転しながら中ノ瀬
航路に入航。 

船長Ａは、左舷灯及びマスト灯を見せた
Ｂ船の方位が左方に変化しているのを認
め、Ｂ船がＡ船から遠ざかっていくもの
と思い、衝突のおそれがなくなったと判
断し、Ｃ船の動向の監視を行った。 

↓ 

船長Ａは、Ｂ船が左転して接近している
ことに気付くのが遅れた。 

↓ 
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04:59 船長Ａは、Ａ船の左舷船首方のＢ船がＡ
船に向けて左転して至近に接近している
のを認め、右舵１５°を取ったのちに右
舵一杯とし、投光器を点灯させた。 

船長Ｂは、前方のＡ船の投光器の
明かりをＣ船の通路灯と思い、右
舷方を北北東進するＣ船が急に接
近してきたように見えた。 

 
Ｂ船の右舷方を 
北北東進。 

右転中。 
船長Ｂは、投光器を点灯したＡ船
との衝突を回避しようと左舵一杯
とした。 

北北東進中。 

05:00  Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突  ↓ 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

本事故は、夜間、中ノ瀬航路において、Ａ船が同航路に沿って北北東進中、Ｂ船が

同航路東側方の境界線から同航路に進入して南南西進中、船長Ｂが、周囲の見張りを

適切に行っていなかったため、同航路に向けて右転中のＣ船との距離をとろうとした

際、Ａ船の存在に気付かずにＡ船の船首方に接近する状態で左転を続け、また、船長

Ａが、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船が左転して接近して

いることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

船長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなかったのは、複数の横方向に連続する

明かりがコンテナ船であるＣ船の通路灯であることが分からなかったので、何の船舶

の灯火なのか気になり、Ｃ船の通路灯に注意を向けていたことによるものと考えられ

る。 

Ｂ船が中ノ瀬航路東側方の境界線から同航路に進入したのは、船長Ｂが、Ｃ船の通

路灯に注意を向けていて船位の確認を行っていなかったことによるものと考えられる。 

 船長Ａが、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったのは、Ａ船の左舷船首方

の左舷灯及びマスト灯を見せたＢ船がＡ船から遠ざかっていくと思い、Ｂ船との衝突

のおそれがなくなったと判断したことによるものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

 (1) 船長Ｂが、航行予定海域の水路調査を適切に行い、第２海堡の西側よりも広

い第２海堡東側の水深２ｍ以上の水域を航行する航路を選定することにより、

中ノ瀬航路に進入することを防止できた可能性があると考えられる。 

(2) 船長Ｂが、レーダーの映像等の調整方法を熟知し、レーダーを活用した見張

りを行うことにより、Ａ船の存在に早期に気付くことができた可能性があると

考えられる。 

(3) 船長Ａが、夜間、浦賀水道航路及び中ノ瀬航路において、汽笛による進路信
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号を行うことにより、船長Ｂが早期にＡ船の存在に気付くことができた可能性

があると考えられる。 

(4) 船長Ａが、船舶の往来の多い浦賀水道航路、中ノ瀬航路等の狭水道において、

船橋当直を２人体制として見張りを行うことにより、周囲の状況を適切に把握

することができ、Ｂ船が左転して接近していることに早期に気付くことができ

た可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、夜間、中ノ瀬航路において、Ａ船が同航路に沿って北北東進中、Ｂ船が

同航路東側方の境界線から同航路に進入して南南西進中、船長Ｂが、Ｃ船の通路灯に

注意を向け、船位の確認及び周囲の見張りを適切に行っていなかったため、同航路に

進入したこと及びＡ船の存在に気付かず、Ａ船の船首方に接近する状態で左転を続け、

また、船長Ａが、Ｂ船との衝突のおそれがなくなったと判断し、Ｂ船に対する見張り

を適切に行っていなかったため、Ｂ船が左転して接近していることに気付くのが遅れ、

両船が衝突したものと考えられる。 

したがって、同種事故の再発防止のため、次の措置を講じる必要がある。 

(1) 操船者は、レーダーを活用するなどして周囲の状況を適切に把握し、常時適

切な見張りを行うこと。 

(2) 操船者は、ＧＰＳプロッター、電子海図等の航海計器を活用し、船位及び針

路の確認を適切に行うこと。 

(3) 操船者は、近距離で他の船舶に接近する場合、衝突するおそれがあり得るこ

とを考慮し、他の船舶との間に安全な距離を確保し、十分に遠ざかるまで動向

の監視を継続すること。 

(4) 操船者は、他の船舶と衝突のおそれがある状況において、他の船舶が自船の

存在を認識していない場合があることを念頭に置き、早期に汽笛を使用するな

ど、自船の存在を確実に他の船舶に知らせること。 

   (5) 船長は、出港前に、航行予定海域の水路調査を十分に行い、船舶の往来が多

い海域、狭水道、浅瀬等の海域等を避け、安全性を考慮した最適な航路を選定

すること。 

(6) 船長は、船舶の往来が多い海域、狭水道等において、周囲の状況に応じて船

長を含む２人以上の当直体制とし、他の船舶の動向の確認を徹底すること。 

(7) Ａ社及びＢ社は、本事故の教訓を取り入れた乗組員の教育を定期的に行うこ

とが望ましい。 
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５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

 5.1.1 Ａ社により講じられた措置 

  Ａ社は、管理船舶の乗組員に対し、船舶の往来の多い航路、視界制限状態等にお

ける航行時には、周囲の状況に応じて船橋当直を２人体制とすることを再周知する

とともに、他の船舶が自船の存在を認識していない場合があることを踏まえ、他の

船舶と衝突のおそれのある状況において、ためらわずに汽笛及び探照灯を使用して

自船の存在を他の船舶に知らせるよう周知した。 

 

5.1.2 Ｂ社により講じられた措置 

Ｂ社は、Ｂ船の管理及び航行に関することについて積極的に関与することとし、

船長Ｂと次の事項について申し合わせた。 

(1) 夜間に航行しないこと。 

(2) 航行予定海域の水路調査を十分に行い、東京湾を出入りする際、第２海堡

の東側を航行すること。  

 

５.２ 今後必要とされる事故等防止策 

 Ａ社及びＢ社は、本事故の教訓を取り入れた乗組員の教育を定期的に行うことが望

ましい。 
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付図１ 推定航行経路図（全体図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事故発生場所 
（平成３０年２月２７日  

０５時００分ごろ発生） 

第２海堡灯台 

Ｂ船 

Ａ船 

Ｃ船 

千葉県 

神奈川県 

東京都 

04:22:30 

富津岬 

浦賀水道航路中央第２号灯浮標 
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付図２ 推定航行経路図（拡大図） 
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